
令和８年 6 月 1 7 日
庁 舎 整 備 担 当 部

本庁舎等整備工事の契約変更について

世田谷区本庁舎等整備工事は、現在、令和８年９月の２期棟竣工に向けて工
事を進めている。このたび、区が必要と判断した変更にかかる金額を取りまと
めたので報告する。
今後、本報告の変更金額を反映した工事請負契約を大成建設と締結する。
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１．主旨



（１）相手方
東京都新宿区西新宿六丁目８番１号
大成建設株式会社東京支店 代表者 中村 有孝

（２）契約金額
当初 （令和３年 ５月議決） ３６，４１０，０００，０００円
変更１回目（令和３年12月専決） ３６，６１０，８９３，０００円
変更２回目（令和５年 １月専決） ３９，２８５，４１１，０００円
変更３回目（令和６年 １月専決） ４０，６９９，５０５，０００円
変更４回目（令和７年 ３月議決） ４１，５４３，９５３，０００円
変更５回目（令和７年 ９月議決） ４２，１３０，４１８，０００円
変更６回目（令和８年 １月専決） ４２，２４６，８９７，０００円 ※現契約額

■今回 (予定）
変更７回目（令和８年８月専決予定）４２，３１０，１１４，０００円

２．契約概要

※現契約額より、６,３２１万７千円の増額
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３．区が必要と判断した変更

【設計段階（～令和２年）】
会議室や外部との出入口は、鍵による施
錠を想定。

【方針決定（令和４年３月）】
本庁舎等整備推進委員会にて、会議室は
鍵の管理が不要な電気制御錠とし、各所
セキュリティ解除には、職員証を活用す
る方針を決定。※１期棟内は変更済み

■今回
２期棟内の会議室等に電気制御錠を採用。
また、更なるセキュリティ向上に向けて、
風除室（１期棟含む）自動扉は防災セン
ターにて一括施錠が可能な仕様に変更。
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会議室に設置した電気制
御錠。入室には職員証が必
要。

←仕様変更により、一括
施錠が可能な仕様とする
風除室。

① 会議室等への電気制御錠の設置（約2000万円）

↑階段室内のカードリー
ダー。閉庁時間帯では、
解錠に職員証が必要。
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②屋上庭園への転落防止フェンスの設置
（約1300万円）

③中央区道への横断側溝の設置
（約1500万円）

中央区道の確実な排水計画に向けて、縦
断側溝に加えて、横断側溝を設置。

誰もが安全・安心に利用できる屋上庭園
に向けて、生垣状植栽に加えて、建物外
周部に転落防止フェンスを設置。

↑追加設置した転落防止フェ
ンス（高さ1.8ｍ）

←雨水対策を講じた
中央区道（赤色部分）

３．区が必要と判断した変更
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④1期棟エレベーター階数表示の追加
（約700万円）

レストランや屋上庭園が完成する2期棟
竣工にあたり、区民利便性向上を目的に、
１期棟エレベーター（１・２階）に階数
表示を設置。

横断側溝
（追加）

縦断側溝

←転落防止
フェンス
設置範囲

↑追加設置した転落防止
フェンスの断面図

転落防止
フェンス



令和８年８月 工事請負契約変更についての専決処分（契約金額の変更）
工事請負契約変更の締結（契約金額の変更）

９月 専決処分報告（第３回区議会定例会）
大成建設への２期竣工払い

４．今後の予定 5


